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１ 実施日程 

移行に関し学生が行う手続きは、主に TWINS を利用し、以下の日程で行います。 

（1）模擬判定

春 C モジュールの成績が確定した後に、模擬判定を行います。 

（2）本判定

＜一次判定＞ 

2027 年 3 月 1 日（月）12 時 学生による志望順位登録期限 

 3 月 8 日（月）12 時 一次判定の結果表示 

3 月 12 日（金）12 時 学生による不服申し立て期限 

＜二次判定＞ 

一次判定で移行先が決定しなかった学生のみが参加対象となります。 

2027 年 3 月 12 日（金）12 時 学生による志望順位登録期限

3 月 18 日（木）12 時 二次判定の結果表示

＜最終調整＞ 

二次判定終了時点で移行先が決定しなかった学生のみが参加対象となります。 

参加方法等は、総合学域群からお知らせします。 

（3）学生の所属の異動等

2027 年 4 月 1 日 学類・専門学群への所属変更（異動日）
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２ 学類・専門学群の２年次受入定員 

総合選抜「選抜区分」 文系 理系Ⅰ 理系Ⅱ 理系Ⅲ

学 群 ・ 学 類 名
2 年次受入
定員（※1） 2 年次優先受入人数（※2） 

人
文
・

文
化
学
群

人 文 学 類 30 名 ◎（25 名） ○ ○ ○ 

比 較 文 化 学 類 20 名 ◎（17 名） ○ ○ ○ 

日本語・日本文化学類 10 名 ◎（ 8 名） ○ ○ ○ 

社
会
・

国
際 

学
群

社 会 学 類 20 名 ◎（16 名） ○ ○ ○ 

国 際 総 合 学 類 20 名 ○ ○ ○ ○ 

人
間
学
群

教 育 学 類 4 名 ○ ○ ○ ○ 

心 理 学 類 6 名 ○ ○ ○ ○ 

障 害 科 学 類 4 名 ○ ○ ○ ○ 

生
命
環
境

学
群 

生 物 学 類 20 名 ○ ○ ◎（ 5 名） ○ 

生 物 資 源 学 類 23 名 ○ ○ ◎（ 5 名） ○ 

地 球 学 類 13 名 ○ ◎（ 6 名） ◎（ 2 名） ○ 

理
工
学
群

数 学 類 10 名 ○ ◎（ 8 名） ○ ◎（ 1 名）

物 理 学 類 15 名 ○ ◎（10 名） ○ ○ 

化 学 類 13 名 ○ ◎（10 名） ○ ○ 

応 用 理 工 学 類 30 名 ○ ◎（27 名） ○ ○ 

工学システム学類 35 名 ○ ◎（30 名） ○ ○ 

情
報
学
群

社 会 工 学 類 30 名 ○ ◎（15 名） ○ ○ 

情 報 科 学 類 22 名 ○ ○ ○ ◎（16 名）

情報メディア創成学類 16 名 ○ ○ ○ ◎（12 名）

知識情報･図書館学類 40 名 ◎（7 名） ○ ○ ◎（25 名）

医
学
群

医   学 類 5 名 ○ ○ ○ ○ 

看 護 学 類 2 名 ◎（ 1 名） ○ ○ ○ 

医 療 科 学 類 10 名 ○ ○ ◎（ 4 名） ○ 

体 育 専 門 学 群 ― ― ― ― ― 

芸 術 専 門 学 群 5 名 ○ ○ ○ ○ 

学際サイエンス・デザイン専門学群 ― ― ― ― ― 

総 計 403 名 

（※1）受入定員は募集人員をベースに示したものです。実際の 2 年次受入人数は、入学者数によって異なります。 
（※2）◎は優先して受け入れる選抜区分と受入予定人数を、○はいずれの選抜区分の入学者であっても受け入れ

ることを示します。
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４ 関連規則等 

○筑波大学総合学域群の学生の学類又は芸術専門学群への移行に関する法人細則

令和３年２月２５日 

法 人 細 則 第 ２ 号  

改正 令和 ４年法人細則第 ４号 

令和 ６年法人細則第２３号 

筑波大学総合学域群の学生の学類又は芸術専門学群への移行に関する法人細則 

（趣旨） 

第１条 この法人細則は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号）第２１条第２項の

規定に基づき、総合学域群の学生（以下「学生」という。）の学類又は芸術専門学群への移行（以

下「移行」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（移行日） 

第２条 学生の移行日は、４月１日とする。 

（移行に係る判定） 

第３条 学生は、各年度に１回実施する移行先を決定するための判定（以下「移行に係る判定」

という。）を受けるものとし、その実施時期については、次条に規定する委員会が年度ごとに定

めるものとする。 

２ 学生は、移行に係る判定に先立ち、移行先の検討に資することを目的に実施される模擬判定

を受けるものとする。 

（移行統括委員会） 

第４条 筑波大学に、移行に係る判定及び模擬判定の実施並びに移行先の決定を行わせるととも

に、移行に係る制度の運用等に関する事項について審議させるため、次に掲げる委員で組織す

る移行統括委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

(1) 教育を担当する副学長（第５号及び第６号において「教育担当副学長」という。）

(2) 学群長（体育専門学群長及び学際サイエンス・デザイン専門学群長を除く。）

(3) 理工学群の副学群長

(4) 総合学域群長

(5) 情報システムに関する専門的な知見を有する大学教員のうちから教育担当副学長が指名

する者 若干人 

(6) 教育担当副学長が指名する者 若干人

２ 委員会に委員長を置き、前項第１号の委員をもって充てる。 

３ 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。 

４ 委員長は、委員会を主宰する。 
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５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

６ 第１項第５号及び第６号の委員の任期は、１年とする。ただし、任期の終期は、委員となる

日の属する年度の末日とする。 

７ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

８ 前２項の委員は、再任されることができる。 

９ 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

１０ 委員会に、専門的事項を調査検討させるため、専門部会を置くことができる。 

 

 （移行に係る判定において考慮すべき要素） 

第５条 委員会は、移行に係る判定の実施に当たっては、次に掲げる要素を考慮するものとする。 

(1) 学類又は芸術専門学群における受入順位 

(2) 学類又は芸術専門学群における受入人数 

(3) 学生が登録する移行先の志望順位 

 

（受入順位の決定方法） 

第６条 学類又は芸術専門学群における受入順位の決定方法については、移行に係る判定を実施

する年度ごとに、全学教育課程委員会の議を経て学群教育会議が決定する。  

 

（移行先の決定方法） 

第７条 学生の移行先は、委員会が移行に係る判定の結果を踏まえて決定する。 

 

（移行後の年次） 

第８条 学生の移行後における年次については、入学から移行までの期間が１年の学生にあって

は第２年次とし、２年以上の学生にあっては当該期間の数に１を加えて得た数をもって当該学

生の年次とする。ただし、当該期間が２年以上の学生であって修業年限の最終年次に到達した

後も引き続き修学するものにあっては、当該学生の修業年限における最終年次をもって当該学

生の年次とする。 

 

 （雑則） 

第９条 この法人細則に定めるもののほか、移行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 この法人細則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令４．２．２４法人細則４号） 

この法人細則は、令和４年２月２４日から施行する。 

 

附 則（令６．５．３０法人細則２３号） 

この法人細則は、令和６年９月１日から施行する。 
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学類及び芸術専門学群における受入順位の決定に係る要件等について 

 

令和３年２月２５日 

教育担当副学長決定 

改正 令和 ４年 ３月２９日 

改正 令和 ６年 ３月１９日 

 

（趣旨） 

１ この決定は、筑波大学総合学域群の学生の学類又は芸術専門学群への移行に関する法人細則

（令和３年法人細則第２号）第９条の規定に基づき、学類及び芸術専門学群（以下「学類等」

という。）における受入順位の決定に係る要件等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

２ この決定において「応募要件」とは、総合学域群の学生が学類又は芸術専門学群への移行の

判定までに、必ず満たしていなければならない要件をいう。 

 

３ この決定において「成績点」とは、総合学域群の学生が学類又は芸術専門学群への移行に係

る判定が開始されるまでの間に成績が確定した授業科目のうち、成績点の対象となるものの評

点（授業科目に係る成績を１００点満点で評価した場合の点数をいう。以下同じ。）、単位数等

を、成績点の対象となる授業科目（以下「成績点の対象授業科目」という。）ごとに第１１項に

定める算出方法により算出した値（以下「授業科目ごとの成績点」という。）を合算したものを

いう。 

 

  （受入順位の決定） 

４  学類等は、応募要件を満たした学生であって移行を志望したものの受入順位を、成績点及び

第１８項に規定する成績点以外の要素並びに第１９項に規定する同順位の場合における取扱い

により決定する。 

 

（応募要件の対象授業科目） 

５ 応募要件の対象となる授業科目（以下「応募要件の対象授業科目」という。）は、移行に係る

判定を実施する年度の秋Ｂモジュールまでに成績が確定する授業科目とする。ただし、次に掲

げる授業科目等については、対象授業科目には指定できない。 

(1) 初修外国語 

(2) 共通科目芸術 

(3) その他開設学類等が指定する授業科目 

 

６ 前項の規定にかかわらず、学類等は、必要に応じて移行に係る判定を実施する年度の秋Ｃモ

ジュールに成績が確定する授業科目を、当該授業科目の名称を明示した上でその対象に含める

ことができる。この場合において、学類等は遅滞なく成績の確定を行わなくてはならない。 
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７ 学類等は、学内の他の組織が開設する授業科目を応募要件に指定しようとするときは、授業

科目を開設する組織とあらかじめ協議した上で、これを行わなければならない。 

 

 （成績点の対象授業科目） 

８ 成績点の対象授業科目は、春Ａモジュールから秋Ｂモジュールまでに成績が確定する授業科

目等とする。ただし、次に掲げる授業科目等については、対象授業科目には含めることができ

ない。 

(1) Ｐ又はＦの評語で評価された授業科目等 

(2) 教職に関する科目及び博物館に関する科目 

(3) 筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号）第３６条、第３６条の２及び第３７条

の規定により筑波大学で修得したものとみなされた単位に係る授業科目 

(4) 共通科目外国語（英語）のうち「English Reading Skills I」、「English Reading Skills 

II」、「English Presentation Skills I」及び「English Presentation Skills II」 

(5) 共通科目情報 

(6) 共通科目国語 

(7) 共通科目芸術 

(8) その他授業科目を開設する学類等が指定する授業科目 

 

９ 前項の規定にかかわらず、学類等は、必要に応じて移行に係る判定を実施する年度の秋Ｃモ

ジュールに成績が確定する授業科目を、当該授業科目の名称を明示した上でその対象に含める

ことができる。この場合において、学類等は、遅滞なく成績の確定を行わなければならない。 

 

（成績点の算出に用いる単位数の上限） 

１０ 学類等は、３２単位を超えない範囲において、成績点の算出に用いる単位数の上限（以下

「成績点算入上限単位数」という）を設定する。 

 

（授業科目ごとの成績点の算出方法） 

１１ 授業科目ごとの成績点の算出方法は、次に掲げるとおりとする。 

  授業科目ごとの成績点＝評点×単位数×重み 

 

（評語を用いて評価する成績点の対象授業科目に係る評点の取扱い） 

１２ 対象授業科目がＡ＋、Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤの評語のみを用いて評価するものである場合にお

ける次の表の上欄に掲げる評語の評点は、それぞれ同表の下欄に掲げる評点とする。 

評語 Ａ＋ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

評点 ９０ ８０ ７０ ６０ ０ 

 

 （重み） 

１３ 第１１項に規定する重みとは、学類等の編成する教育課程に照らした場合における成績点

の対象授業科目の重要度を表す係数をいい、２．０、１．０又は０．１のうちから学類等が

成績点の対象授業科目ごとに決定するものとし、重点科目（重みが２．０又は１．０のもの
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をいう。以下同じ。）以外の授業科目（重点科目の超過分を含む。）は、成績が上位の授業科

目から、重み０.１として、重点科目と合わせて成績点算入上限単位数まで算入する。 

 

１４ 重点科目は、学類等が単独で指定するものにあっては６単位を、複数の学類等において同

時に重点科目として、又は１年次における必修科目として指定するものにあっては１２単位

をそれぞれ上限として上積みし、合わせて１８単位まで指定することを可能とする。 

 

（重点科目の算入方法） 

１５ 重点科目は、重みごとに成績点の対象授業科目のうち成績が上位のものから順に、学類等

が指定する単位数に達するまで、次に掲げる方法により成績点に算入する。 

   (1) 重みが２．０の成績点の対象授業科目については、単位数が学類等の指定する単位数を

超えた場合は、その超過分の重みを１．０又は０．１と指定する。 

    (2)  前号により重みを１．０と指定した場合は、重みが１．０の成績点の対象授業科目と併

せて成績順に並べ直し、上位のものから算入する。 

    (3)  重みが１．０の成績点の対象授業科目の単位数が学類等の指定する単位数を超えた場合

は、その超過分の重みを０．１とする。 

    (4) 前３号において、成績点の対象授業科目の単位数が学類等が指定する単位数を超えた場

合は、その単位を分割して算入する。 

 

 （均等配点方式） 

１６ 第１３項から前項までの規定にかかわらず、学類等は、均等配点方式（重点科目を指定せ

ず、成績点の対象授業科目のうち成績が上位のものから順に、成績点算入上限単位数まで、

重み１．０で算入する方式をいう。）を採用することができる。 

  

（授業科目を複数回履修した場合の成績点の算出方法） 

１７ 総合学域群の学生が同一の授業科目を複数回履修した場合は、成績点を算出するまでに成

績が確定した当該授業科目に係る評点のうち最も高い評点を成績点の算出に用いる。 

 

（成績点以外の要素） 

１８ 学類等は、受入順位を決定するため又は移行に係る判定の要件とするために、移行に係る

判定を実施する年度の TOEIC IPテスト（原則としてグローバルコミュニケーション教育セン

ターが１月に実施するものに限る。）の成績、適性試験及び面接の得点等の成績点以外の要素

を加えることができる。 

 

（同順位の場合における取扱い） 

１９ 学類等は、成績点で同じ順位の者が複数いる場合（次項において「同順位の場合」という。） 

には、これを解消しなければならないものとし、あらかじめその方法について定めた上で、

学生に対して公表しなければならない。ただし、あらかじめ定めた方法でこれを解消できな

かった場合は、筑波大学ＧＰＡ制度に係わる実施要項（学群）（平成２４年７月１７日学群教

育会議決定）第７項で定める対象科目のＧＰＡによって解消するものとする。 
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２０ 学類等は、前項ただし書に規定する方法でも同順位の場合を解消できなかったときは、別

途定める方法でこれを解消するものとし、この場合には、事後において、総合学域群長にそ

の用いた方法を報告するものとする。 

 

 （その他） 

２１ この決定において定める要件等に関し疑義が生じた場合は、移行統括委員会において審議

の上、決定する。 

 

（雑則） 

２２ この決定に定めるもののほか、学類等における受入順位の決定に係る要件等に関し必要な

事項は、別に定める。 

 

   附 記 

 この決定は、令和３年４月１日から実施する。 

 

附 記（令４．３．２９） 

 この決定は、令和４年４月１日から実施する。 

 

附 記（令６．３．１９） 

 この決定は、令和６年４月１日から実施し、令和３年４月１日から遡及して適用する。 
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移行に係る判定について 

 

令和４年３月２９日 

教育担当副学長決定 

                                          改正 令和 ６年 ３月１９日 

 

（趣旨） 

１ この決定は、筑波大学総合学域群の学生の学類又は芸術専門学群への移行に関する法人細則

（令和３年法人細則第２号）第９条の規定に基づき、移行に係る判定に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（移行の二次判定及び最終調整） 

２ 一次判定で欠員が生じた学類又は芸術専門学群（以下「学類等」という。）について、一次判

定で移行先が決定しなかった学生を対象に、二次判定を行う。 

 

３ 二次判定で欠員が生じた学類等について、二次判定で移行先が決定しなかった学生を対象に、

最終調整を行う。 

 

４ 二次判定は、一次判定と同じ応募要件・受入順位の決定に係る条件で行う。 

 

５ 最終調整は、一次判定と同じ応募要件・受入順位の決定に係る条件で行う。 

 

６ 学生は、移行先の決定後、移行を辞退することはできない。 

 

７ 移行に係る判定の要件に指定する面接や適性試験を志望者の一部に限定して実施する学類等

は、一次判定で欠員が生じた場合でも、二次判定及び最終調整に参加できない。 

 

８ 一次判定に参加しなかった学生も二次判定に参加することができるものとし、一次判定又は

二次判定に参加しなかった学生も最終調整に参加することができる。 

 

 （判定結果の確認） 

９ 学生は、移行の判定結果を教育情報システム（ＴＷＩＮＳ）において確認するものとする。 

 

   附 記 

 この決定は、令和４年４月１日から実施する。 

 

   附 記（令６．３．１９） 

 この決定は、令和６年４月１日から実施する。 

 

 

 

 



25 
 

 

総合学域群の学生の受入人数の決定方法等について 

 

令和３年２月２５日 

教育担当副学長決定 

改正 令和 ４年 ３月２９日 

 

（趣旨） 

１ この決定は、筑波大学総合学域群の学生の学類又は芸術専門学群への移行に関する法人細則

（令和３年法人細則第２号）第９条の規定に基づき、総合学域群の学生の学類又は芸術専門学

群（以下「学類等」という。）における受入人数の決定方法等に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（受入人数） 

２ 総合学域群の学生の学類等における受入人数は、当該学類等ごとの受入定員の数を基本とす

る。ただし、総合学域群の学生数（学類又は芸術専門学群への移行（次項において「移行」とい

う。）に係る判定を行う年度の１月１日における総合学域群に在籍する学生数をいう。次項にお

いて同じ。）が学類等ごとの受入定員の合計数を超えた場合又は移行統括委員会が必要と認める

場合には、学類等は、受入定員を超えて学生を受け入れるものとする。 

 

３ 前項ただし書の場合における学類等の受入人数は、学類等の受入定員の数に、総合学域群の

学生数から移行に係る判定を行う年度の前年度に公表された受入定員の合計数を差し引いた数

等を勘案して、移行統括委員会が別に定める方法により算出した数を加えた数を超えないもの

とする。 

 

４ 前２項の規定にかかわらず、学類における受入人数については、当該学類の属する学群全体

における受入人数の合計数が変わらない範囲内において、当該学群に属する他の学類との間で

調整を行うことができる。 

 

（移行統括委員会による提言） 

５ 移行統括委員会は、学類等における受入人数を踏まえ、必要に応じ、総合選抜（文系又は理

系の区分のみを定めて行う入学者の選抜をいう。以下この項において同じ。）における募集人員

等に係る検討を行う会議等に対し、学類等における受入定員並びに総合選抜における募集人員

及び入学候補者の数に関する提言を行うことができる。 

 

 （その他） 

６ この決定において定める受入人数の決定方法等に関して疑義が生じた場合は、移行統括委員

会及び関係する会議で審議の上、決定する。 

 

 （雑則） 

７ この決定に定めるもののほか、学類又は芸術専門学群における受入人数の決定方法等に関し

必要な事項は、別に定める。 
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   附 記 

 この決定は、令和３年４月１日から実施する。 

 

附 記（令４．３．２９） 

 この決定は、令和４年４月１日から実施する。 

 




